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ＪＲ北海道においては、平成２８年７月２９日に鉄道特性が発揮できず、Ｊ

Ｒ単独では維持が困難な線区を秋口までに公表し、地域とそのあり方について

相談していくとの方針を発表したところであり、このことにより、輸送密度が

低いとされている市町村を中心に、拙速な見直しに対する危惧から、北海道内

で大きな不安が広がっているところである。 

これまでにおいても、鉄道事業の廃止については、単に沿線自治体の問題に

はとどまらず、広く地域住民の生活や地域振興にも大きな影響を及ぼし、また、

国が進めている観光立国の施策にも影を落とすものであり、更には、地方創生

の旗印のもと、人口減少の抑制と地域振興に取り組むべく、各市町村が進めて

いる総合戦略の展開そのものにも水を差すものである。 

ＪＲ北海道にあっては、国鉄分割民営化の際に、国鉄から継承した路線を適

切に維持することを前提として経営安定基金が設置されているところだが、想

定を大きく上回る金利の低下により、運用益が大幅に低迷している状況である

ことから、基金設置時の目的が十分果たされず、経営状況は極めて厳しさを増

している状況にある。 

このことから、ＪＲ北海道が経常赤字の縮減を図り、将来にわたり安定した

経営を行う中で、路線を維持していくことができるよう、既存制度の更なる拡

充や新たな支援の仕組みを構築し、抜本的な対策を講じるべく、次の事項につ

いて特段のご配慮を賜るようお願いいたしたい。 

記 

１ 経営安定基金の運用益が低下している状況から、脆弱な経営基盤を再建し、

将来にわたり安定した経営を行うことができるよう、ＪＲ北海道への国の支

援のあり方について抜本的な見直しを行うこと。 

 

２ ＪＲ北海道は、ＪＲ他社と比較して貨物輸送の割合が高い輸送体系となっ

ており、ＪＲ貨物の負担軽減のために旅客会社が線路の維持管理費の多くを

負担する現行ルールの中では、ＪＲ北海道には極めて厳しい経営環境である



 

ため、広大な北海道の特殊性を踏まえ、こうしたルールの見直しなど、北海

道固有コスト負担軽減についての新たな仕組みを早急に講じること。 

 

３ ＪＲ北海道が拙速な見直しを行うことのないよう、無利子資金の返済の猶

予を図るなど、資金繰りの改善に向けた対策を早急に講じること。また、平

成２８年８月から複数回にわたり本道に上陸した台風の被害に対し、補助制

度の強化充実を図ること。 

 

４ ＪＲ北海道が取り組もうとしている新千歳空港における発着枠の拡大に対

応する輸送力強化のための増便、海外からの観光客の増加に対応する鉄道施

設のバリアフリー化の推進など、増収策につながる対策に対しては、適時、

資金面での支援を行うこと。 

 

５ ＪＲ北海道においては、安全投資に伴う減価償却費や修繕費などが当面の

収支悪化の大きな要因となっているため、特に早急な対応が迫られている橋

りょうやトンネル、高架橋などの老朽化した鉄道施設の保全・更新や耐震化

の推進のための費用については、経営再生が図られるまでの間において、特

別な支援策を講じること。 

 


